
洞爺総合支所からのお知らせ
《４月からの健康相談について》
これまで洞爺総合支所で月に１度実施していましたが、

４月以降は電話やメール、家庭訪問などで個別に対応いたし
ます。ご希望の方は下記担当課までお問い合わせください。
◆担当課：健康福祉課

TEL ：７６-４００６（平日8：45～17：30）
mail ： ken_center@town.toyako.lg.jp

いこいの家では、洞爺湖町に住民
登録されている幼児（小学校就学
前の幼児）は無料利用証を提示し
ていただければ無料となります。
無料利用証は、洞爺総合支所・
役場介護高齢課・洞爺湖温泉支所
で交付いたします。

■改定前 入館料 大人 ４９０円
入浴券 大人 ４，９００円 （１０回券１綴り）

■改定後 入館料 大人 ５００円
入浴券 大人 ５，０００円 （１０回券１綴り）

※高齢者、小学生、幼児、障がい者の入浴券の料金は変更ありません。
大人の入浴券のみ料金が変わります。
※旧入浴券（大人用４９０円）を４月１日以降に使用する場合は、追加
の１０円を受付でお支払いいただくことで、引き続き使用できます。

お問い合わせ：洞爺総合支所 地域振興課 ℡８２－５１１１



令和７年４月１日から、中央公園及び小公園のトイレは使用で
きません。お近くの施設（水の駅等）のトイレをご利用ください。

日時：令和７年４月２０日（日）午前７時から
各自治会に指定ごみ袋（透明）を配布いたします。

道路や歩道わきにポイ捨てされた空き缶・紙くずなどを拾って、
キレイなまちを守りましょう！皆様のご協力をお願いいたしま
す。

新たに洞爺湖町へ転入された方、またすでにお住まいの方
で自治会に加入されていない方は、お住まいの自治会への加
入をお願いします。
自治会に加入されると、毎月発行の「広報とうや湖」等お

知らせが各自治会の回覧版としてご自宅に届けられ、洞爺湖
町のこと、お住まいの自治会の行事など情報を得られます。
お住まいの自治会が不明な場合は、下記までお問い合わせ

ください。洞爺総合支所：℡82-5111

えーる

購入期間 令和７年4月1日～6月30日

利用期間 令和７年4月1日～12月31日

場所 洞爺湖町役場本庁舎ロビー
洞爺総合支所・洞爺湖温泉支所
健康福祉センターさわやか
洞爺湖町商工会本所
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